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「対流促進型国土」形成のための具体的方向性③
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地域の約８割の世帯がＮＰＯの会員となり、旧町民
会館を拠点として多彩な生活サービスを展開

地域コミュニティの維持・再生
（ＮＰＯ法人 雪のふるさと安塚（新潟県上越市））

地域行事支援（世代間交流） 観光客用施設（地域間交流）

地域を支える担い手の育成

国土づくりを支える参画と連携

共助社会づくり

横断的な視点

○地域の教育機関の役割
○地域内外の人材の育成・活用
○若者、女性、高齢者、障害者の参画等

○地域磨きと地域資源を活用した内発的発展
○地域内循環による資金の確保とソーシャルビジネスの推進
○多様な主体の連携や「人の対流」の活用による共助社会づくり

○ＩＣＴ等の技術革新や
イノベーションの導入

広域地方計画の策定

「耕すシェフ」研修制度（島根県邑南町）
沖縄古民家再生職人養成カレッジ

（ＮＰＯ法人 島の風（沖縄県伊是名村））

都市と農山漁村の対流
（ NPO法人 えがおつなげて（山梨県 北杜市））

復活した棚田から
生産された純米酒

間伐材の活用

国土利用計画との連携
○国土利用計画法に基づき、国土形成計画と一体

のものとして第五次計画（全国計画）を策定

（出典） NPO法人えがおつなげてＨＰ

・平成２７年４月設置
・学生定員：６０名
・専任教員：２４名

高知大学地域協働学部

（出典） 邑南町より提供

国土の利用区分ごとの規模の目標

○全国計画を踏まえて、８つの広域ブロックごとに、
平成２７年度中に計画策定

○各広域ブロックの自立的な発展と相互の交流・連携
○各広域ブロックの独自性を活かし、

特色ある地域戦略を描く

○民間活力の活用○時間軸の設定

（万ha）
国土利用の基本方針

・適切な国土管理を実現

・自然環境・美しい景観を
保全・再生・活用

・安全・安心を実現

（北海道、沖縄県は、それぞれ北海道総合開発計画及び沖縄振興計画を策定）



第五次国土利用計画（全国計画）【概要】

１．本格的な人口減少社会における国土の適切な管理のあり

方を構築

人口減少下においては、都市的土地需要のみならず、全体と

して土地需要が減少し、国土の利用と管理が縮小するおそれ

１．国土利用をめぐる基本的条件の変化

３．巨大災害等に対応するため、安全を優先的に

考慮する国土利用へ転換

東日本大震災等の経験から居住地や公共施設の

立地等、国土利用面の安全の重要性を認識

２．持続可能で豊かな生活の基盤として、自然が持つ多

様な機能を活用

自然環境の悪化により、生態系のもつ食料・水の供給

などの生態系サービスを維持できないおそれ

「適切な国土管理を実現する国土利用」、「自然環境・美しい景観を保全・再生・活用する国土利用」、「安全・安心を実現する国土利用」
の３つを基本方針とし、国土の安全性を高め、持続可能で豊かな国土を形成する国土利用を目指す。

安全・安心を実現する国土利用

○安全を優先的に考慮する国土利用
・地域の実情等を踏まえ災害リスクの高い地域の土地利
用を段階的に制限

○国土の安全性の総合的な向上
・経済社会上重要な諸機能の適正な配置やバックアップ
の推進。交通・エネルギー・ライフライン等の多重
性・代替性 等

適切な国土管理を実現する国土利用 自然環境・美しい景観を保全・再生・活用する
国土利用○都市的土地利用

・都市のコンパクト化に向けた居住、都市機能等の中心
部や生活拠点等への誘導 等

○農林業的土地利用
・農業の担い手への農地の集積・集約、荒廃農地の発生抑制
・国土保全等に重要な森林の整備・保全
○健全な水循環の維持又は回復 等

○自然環境の保全・再生・活用
・優れた自然条件を有している地域等を核とした生態
系ネットワークの形成
・自然環境の有する多様な機能を活用したグリーンイ
ンフラ等の取組の推進による地域の魅力等の向上

○地域の個性ある景観の保全・再生・創出 等

今後、人口減少、高齢化、財政制約等が進行する中で、このような取組を進めるには、
○複合的な施策の推進
・自然環境の再生と防災・減災を共に促進させる取組など複合的な効果をもたらす
施策を積極的に推進

・国土に多面的な機能を発揮させることで、土地の利用価値を高め、人口減少下に
おいても国土の適切な管理を行う

○国土の選択的な利用
適切な管理を続けることが困難な中山間地域の荒廃農地などについては、
・管理コストを低減させる工夫とともに、
・森林等新たな生産の場としての活用や過去に損なわれた自然環境を再生するなど新たな用途を見出す
ことで国土を荒廃させず、むしろ国民にとってプラスに働くような最適な国土利用を選択

４．必要な措置の概要

○土地利用基本計画を活用し、市町村の意向を十分踏まえた都道府県の土地利用の総合調整の積極的推進

○所有者の所在の把握が難しい土地の増加の防止や円滑な利活用に向けた現場の対応を支援するための方策の検討

○都市の低・未利用地や空き家等の有効活用を通じて、自然的土地利用等からの転換を抑制

○災害リスクの高い地域の把握・公表や法に基づいた規制区域の指定の促進

○地籍調査の計画的な実施。特に、南海トラフ地震等の想定地域や山村部での重点的実施

○各種指標等を活用し、計画推進上の課題を把握。計画が目的を達するよう効果的な施策を講じる

３．国土の利用区分ごとの規模の目標

↑遊水地として治水機能を確保する
と共に、水質改善や生態系保全
にも寄与（渡良瀬遊水地）

２．国土利用の基本方針
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